
新型コロナウイルス感染症対策による学校給食休止の延長に伴う

未利用食品の活用について

目的：新型コロナウイルス感染症対策に伴う小中学校等の一斉臨時休校により発生する未利用食品（学校給食で活用する予定であっ

た食品・食材）の有効活用を図る。

内容：学校給食の休止で生じた未利用食品の効率的な有効活用を行うために、県自らが窓口となり、未利用食品を抱える生産者・食

品流通業者等の要望をとりまとめるとともに、フードバンク等との調整及び配送の業務を行う。

（要望受付期間） 令和２年４月14日～令和２年４月24日

（対応期間） 令和２年４月14日～令和２年５月29日（対象期間以降は、食品関連事業者で実施）

（ その他 ） 農林水産省｢令和元年度学校給食の休止に伴う未利用食品活用緊急促進事業のうちフードバンク活用

の促進対策及び再生利用の促進対策事業｣を活用

令和２年４月14日

豊かな食と農の振興課

各市町村学校給食現場・生産者・企業等－供給者－（食品関連事業者） －とりまとめ

窓口－ フードバンク こども食堂福祉施設
－需要者－

生活困窮者等への支援団体
連絡調整

とりまとめ

回答

県

連絡調整

手配費用負担 （国事業活用）

配送

業者

②1日で配付可能な場合

①フードバンクで保管が可能な場合

－スキーム－


